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（単位：千円）

◆ 一般会計（第１０号）[議案第１２４号]

・国庫支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２４,３７５

母子家庭等対策等総合支援事業費補助金 (補助率10/10)

１２４,３７５

低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金支給事業 ・・・・・・・・・・・・ １２４,３７５

03 民生費

　国の補助制度を活用して、低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金（基
本給付分）を再支給

歳入歳出補正額 １２４,３７５ 補正前額 ９２，２７９，５６２

補正後額 ９２，４０３，９３７

歳 入

歳 出

●低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金（基本給付の再支給)

１２４，３７５千円

ひとり親家庭は、非正規雇用労働者の割合が高く収入が少ないなど、元々経済的

基盤が弱く厳しい状況にある中で、その生活実態が依然として厳しい状況にあるこ

とを踏まえ、国の補助制度を活用して、低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

（基本給付分）を再支給する。

ポイント

令和２年度１２月追加補正予算の概要【上尾市】

＜令和２年度 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金＞

〇給付額

・1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

〇対象者

以下のいずれかに該当し、基本給付（国2次補正分）の支給を受けた者（申請不要）

① 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている者

② 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者

(※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。)

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当

の対象となる水準に下がった者

※令和2年12月11日時点では基本給付（国2次補正分）の申請を行っていない者についても、

基本給付（再支給分）を併せて申請することにより支給。
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